
�金沢市告示第302号
生活保護法 (昭和25年法律第144号) 第49条 (中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に

関する法律 (平成６年法律第30号) 第14条第４項においてその例による場合を含む｡) の規定により､ 医療扶助及び

医療支援給付のための医療を担当させる機関を指定したので､ 生活保護法第55条の２の規定により､ 次のとおり告示

します｡

平成25年12月２日

金沢市長 山 野 之 義�金沢市告示第303号
生活保護法 (昭和25年法律第144号) 第50条の２ (中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支

援に関する法律 (平成６年法律第30号) 第14条第４項においてその例による場合を含む｡) の規定により､ 指定医療

機関から名称を変更した旨の届出があったので､ 生活保護法第55条の２の規定により､ 次のとおり告示します｡

平成25年12月２日

金沢市長 山 野 之 義
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告 示

名 称 所 在 地 指定年月日

医療法人社団 健歯会 ヒカリ歯科医院 金沢市本多町３丁目10番６号 平成25年11月１日

名 称
所 在 地 変更年月日

変 更 前 変 更 後

泉が丘ワタキュー薬局 フロンティア泉が丘薬局 金沢市泉が丘２丁目15番23号 平成25年11月１日

金沢ワタキュー薬局 フロンティア三馬薬局 金沢市三馬２丁目241番地 平成25年11月１日

センチュリー薬局 フロンティア石引薬局 金沢市石引４丁目１番９号 平成25年11月１日

第２７８１号の２

平成25年 (2013年) 12月２日

〒920‐8577
金沢市広坂１丁目１番１号

発行所 � � � � �(毎月３回 １日 11日 21日発行)



�金沢市告示第304号
生活保護法 (昭和25年法律第144号) 第50条の２ (中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支

援に関する法律 (平成６年法律第30号) 第14条第４項においてその例による場合を含む｡) の規定により､ 指定医療

機関から当該指定医療機関の事業を廃止した旨の届出があったので､ 生活保護法第55条の２の規定により､ 次のとお

り告示します｡

平成25年12月２日

金沢市長 山 野 之 義

�金沢市告示第305号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成17年法律第123号) 第29条第１項の規定によ

り､ 指定障害福祉サービス事業者として次のとおり指定したので､ 同法第51条の規定により告示します｡

平成25年12月２日

金沢市長 山 野 之 義

�金沢市告示第306号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成17年法律第123号) 第46条第２項の規定によ

り､ 指定障害福祉サービス事業者から当該指定障害福祉サービスの事業を廃止する旨の届出があったので､ 同法第51

条の規定により､ 次のとおり告示します｡

平成25年12月２日

金沢市長 山 野 之 義
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名 称 所 在 地 廃止年月日

保志場歯科医院 金沢市横山町１番18号 平成24年12月29日

調剤センター藤江北薬局 金沢市藤江北１丁目434番地 平成25年10月31日

調剤センター松村薬局 金沢市松村４丁目416番地１ 平成25年10月31日

事業所番号 事業所の名称
事業所の

所 在 地
事業者の名称

事業者の主たる

事務所の所在地

障害福祉サー

ビスの種類

主たる

対象者

指 定

年月日

1710103076

就労支援セン

ター ｢かがや

き｣

金沢市間明町

１丁目344番

地

特定非営利活

動法人ＷＡＣ

輝き

金沢市東力１

丁目51番地
就労移行支援 特定無し

平成25年

11月１日

1710103993 Vivaスタジオ
金沢市高尾町

ル13番地

株式会社エポ

ック

金沢市野町１

丁目３番15号
就労移行支援

知的障害者

精神障害者

平成25年

11月１日

1710103985
訪問介護事業

所 れんと

金沢市大額２

丁目67番地

特定非営利活

動法人れんと

金沢市大額２

丁目67番地

居宅介護

重度訪問介護
特定無し

平成25年

11月１日

1710104009
ライフケア共

に

金沢市横川２

丁目155番地

１

ＨＫＣ株式会

社

金沢市横川２

丁目155番地

１

居宅介護

重度訪問介護
特定無し

平成25年

11月１日

1710104017
サンサンクラ

ブ ｢かがやき｣

金沢市入江３

丁目22番地

第一まついビ

ル１階

特定非営利活

動法人ＷＡＣ

輝き

金沢市東力１

丁目51番地
生活介護 特定無し

平成25年

11月１日



�金沢市告示第307号
平成８年告示第47号 (本市が設置する都市公園の名称等について) の一部を次のように改正する｡

平成25年12月２日

金沢市長 山 野 之 義

第１項の表中

改める｡�金沢市告示第308号
道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第１項の規定により､ 次のとおり市道の区域を変更します｡

なお､ その関係図面は､ 金沢市土木局道路管理課において平成25年12月２日から同月16日まで一般の縦覧に供しま

す｡

平成25年12月２日

金沢市長 山 野 之 義

予防接種法 (昭和23年法律第68号) 第５条第１項の規定による予防接種を行うので､ 予防接種法施行令 (昭和23年

政令第197号) 第４条第１項及び第５条の規定により､ 次のとおり公告します｡

平成25年12月２日

金沢市長 山 野 之 義

１ 予防接種の種類､ 予防接種の対象者の範囲並びに予防接種を行う期間及び場所
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事業所番号 事業所の名称
事業所の

所 在 地
事業者の名称

事業者の主たる

事務所の所在地

障害福祉サー

ビスの種類

主たる

対象者

廃 止

年月日

1710103076
サンサンクラ

ブ ｢かがやき｣

金沢市間明町

１丁目344番

地

特定非営利活

動法人ＷＡＣ

輝き

金沢市東力１

丁目51番地
生活介護 特定なし

平成25年

10月31日

｢

｣

を
30 田井町第２児童

公園

金沢市天神町１丁目586番 昭和44年

６月21日

平成７年

３月31日

｢

｣

に
30 天神しらうめ公

園

金沢市天神町１丁目586番 昭和44年

６月21日

平成25年

12月２日

｢

｣

を
443 金石夕映え広場 金沢市金石西２丁目532番 平成25年

４月１日

｢

｣

に

443 金石西夕映え広

場

金沢市金石西２丁目532番１ 平成25年

４月１日

平成25年

12月２日

444 示野公園 金沢市戸板第二土地区画整理事業地内

102街区１番地先

平成25年

12月２日

道路の

種 類
路 線 名 区 間

新旧

の別
幅員(ｍ) 延長(ｍ)

一 般

市 道
高 岡 町 線 10号

高 岡 町

高 岡 町

474番

474番

先から

先まで

旧 9.4 110.0

新 11.9 110.0

公 告

､



２ 予防接種を受けることが適当でない者� 明らかな発熱を呈している者� 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者� 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者� 麻しん及び風しんに係る予防接種の対象者にあっては､ 妊娠していることが明らかな者� �から�までに掲げる者のほか､ 予防接種を行うことが不適当な状態にある者
３ 長期にわたる疾患のため予防接種の対象者であった間に予防接種を受けることができなかった場合

予防接種の対象者であった者であって､ 当該予防接種の対象者であった間に､ 長期にわたり療養を必要とする疾

病で厚生労働省令で定めるものにかかったことその他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより当該予

防接種を受けることができなかったと認められるものについては､ 特別な事情がなくなった日から起算して２年を

経過する日までの間､ 予防接種を受けることができる｡ ただし､ ジフテリア・百日せき・不活化ポリオ・破傷風第
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予防接種の種類 予防接種の対象者の範囲 予防接種を行う期間 予防接種を行う場所

麻しん風しん第１

期

生後12月から生後24月に至るまでの間にある者 平成25年12月２日から

平成26年３月31日まで

別表のとおり

麻しん風しん第２

期

５歳以上７歳未満の者であって小学校就学の始

期に達する日の１年前の日から当該始期に達す

る日の前日までの間にあるもの

ジフテリア・百日

せき・破傷風第１

期

生後３月から生後90月に至るまでの間にある者

ジフテリア・百日

せき・不活化ポリ

オ・破傷風第１期

生後３月から生後90月に至るまでの間にある者

ジフテリア・破傷

風第２期

11歳以上13歳未満の者

日本脳炎第１期 平成７年４月２日から平成19年４月１日までの

間に生まれた者

平成19年４月２日以後に生まれた者については､

生後６月に達した者

日本脳炎第２期 平成７年４月２日から平成19年４月１日までの

間に生まれた者であって９歳以上のもの

麻しん第１期 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者

麻しん第２期 ５歳以上７歳未満の者であって小学校就学の始

期に達する日の１年前の日から当該始期に達す

る日の前日までの間にあるもの

風しん第１期 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者

風しん第２期 ５歳以上７歳未満の者であって小学校就学の始

期に達する日の１年前の日から当該始期に達す

る日の前日までの間にあるもの

不活化ポリオ第１

期

生後３月から生後90月に至るまでの間にある者

結核 (ＢＣＧ) 生後１歳に至るまでの間にある者

小児用肺炎球菌 生後２月から生後60月に至るまでの間にある者

インフルエンザ菌

ｂ型

生後２月から生後60月に至るまでの間にある者

子宮頸
けい

がん 12歳となる日の属する年度の初日から16歳にな

る日の属する年度の末日までの間にある女子



１期にあっては15歳に達するまで､ 結核 (ＢＣＧ) にあっては４歳に達するまで､ 小児用肺炎球菌にあっては６歳

に達するまで及びインフルエンザ菌ｂ型にあっては10歳に達するまでの間にある場合に限る｡

別表

建築基準法 (昭和25年法律第201号) 第42条第１項第４号の規定による道路を次のとおり指定したので､ 建築基準

法施行規則 (昭和25年建設省令第40号) 第10条第１項の規定により､ 次のとおり公告します｡

なお､ 関係図書は､ 金沢市都市整備局定住促進部建築指導課において縦覧に供します｡

平成25年12月２日

金沢市長 山 野 之 義

新たに指定した道路の位置等

建築基準法 (昭和25年法律第201号) 第42条第１項第５号の規定による道路を次のとおり指定したので､ 建築基準

法施行規則 (昭和25年建設省令第40号) 第10条第１項の規定により､ 次のとおり公告します｡

なお､ 関係図書は､ 金沢市都市整備局定住促進部建築指導課において縦覧に供します｡

平成25年12月２日

金沢市長 山 野 之 義

新たに指定した道路の位置等

建築基準法 (昭和25年法律第201号) 第42条第１項第５号の規定による道路の指定を取り消したので､ 建築基準法

施行規則 (昭和25年建設省令第40号) 第10条第1項の規定により､ 次のとおり公告します｡

なお､ 関係図書は､ 金沢市都市整備局定住促進部建築指導課において縦覧に供します｡

平成25年12月２日

金沢市長 山 野 之 義

取り消した道路の位置等

農業経営基盤強化促進法 (昭和55年法律第65号) 第18条第１項の規定により､ 金沢市農用地利用集積計画を定めた

ので､ 同法第19条の規定により公告します｡
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予防接種を行う

医 師 の 氏 名

予 防 接 種 を 行 う 主 た る 場 所

医 療 機 関 名 所 在 地

犬塚 賀奈子 水口内科クリニック 金沢市鞍月５丁目219番地

指定番号
指定の

年月日
路線名

区 間
延長(ｍ) 幅員(ｍ)

起 点 終 点

第231号
平成25年

11月15日

１級幹線12号

北間・中橋線
金沢市北間町ハ185番１先 金沢市北間町ハ186番１先 20.8 23.0

指定番号
指定の

年月日
指 定 道 路 の 位 置 延長(ｍ) 幅員(ｍ)

第120号
平成25年

11月19日

金沢市泉本町２丁目46番３及び47番２並びに金沢市所管の法定外公共

物の一部
34.35 6.00

指定番号
指定取消し

の年月日
取り消した指定道路の位置 延長(ｍ) 幅員(ｍ)

第172号
平成25年

11月21日

金沢市新保本１丁目505番及び506番並びに金沢市所管の法定外公共物

の各一部
96.0 6.0

第346号
平成25年

11月21日
金沢市駅西本町５丁目221番１並びに国有地及び県有地の各一部 25.0 4.0



なお､ 当該金沢市農用地利用集積計画を金沢市農業委員会事務局に備え置いて縦覧に供します｡

平成25年12月２日

金沢市長 山 野 之 義

金沢市水道給水条例 (昭和29年条例第28号) 第７条の２の規定により､ 平成25年12月１日に次の者を指定給水装置

工事事業者として指定したので､ 金沢市指定給水装置工事事業者規程 (平成９年公営企業管理規程第12号) 第９条の

規定により公告します｡

平成25年12月２日

金沢市公営企業管理者 糸 屋 吉 廣

平成25年(2013年)12月２日 第 2781 号の２ 金 沢 市 公 報
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公 営 企 業 公 告

指定番号 商号又は法人名 営業所の所在地

549 トーシン通商株式会社 金沢市横川３丁目23番地２

550 伊藤テクノ工業株式会社 金沢市米泉町５丁目57番地５

平成25年(2013年)12月２日 印刷 発行人 金 沢 市
平成25年(2013年)12月２日 発行 発行所 金 沢 市 役 所

定価 120円 印刷所 石川県金沢市玉鉾４丁目166番地 (株) 共 栄
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